
要介護度 サービス単位数 加算（＊１） 自己負担金小計（＊２） 居住費 食費（＊3） 1日料金 月料金
要介護１ 696 48 868 820 300 1,988 59,640
要介護２ 764 48 947 820 300 2,067 62,010
要介護３ 838 48 1,034 820 300 2,154 64,620
要介護４ 908 48 1,115 820 300 2,235 67,050
要介護５ 976 48 1,195 820 300 2,315 69,450

要介護度 サービス単位数 加算（＊１） 自己負担金小計（＊２） 居住費 食費（＊3） 1日料金 月料金
要介護１ 696 48 868 820 390 2,078 62,340
要介護２ 764 48 947 820 390 2,157 64,710
要介護３ 838 48 1,034 820 390 2,244 67,320
要介護４ 908 48 1,115 820 390 2,325 69,750
要介護５ 976 48 1,195 820 390 2,405 72,150

要介護度 サービス単位数 加算（＊１） 自己負担金小計（＊２） 居住費 食費（＊3） 1日料金 月料金
要介護１ 696 48 868 1,310 650 2,828 84,840
要介護２ 764 48 947 1,310 650 2,907 87,210
要介護３ 838 48 1,034 1,310 650 2,994 89,820
要介護４ 908 48 1,115 1,310 650 3,075 92,250
要介護５ 976 48 1,195 1,310 650 3,155 94,650

要介護度 サービス単位数 加算（＊１） 自己負担金小計（＊２） 居住費 食費（＊3） 1日料金 月料金
要介護１ 696 48 868 2,006 1,392 4,266 127,980
要介護２ 764 48 947 2,006 1,392 4,345 130,350
要介護３ 838 48 1,034 2,006 1,392 4,432 132,960
要介護４ 908 48 1,115 2,006 1,392 4,513 135,390
要介護５ 976 48 1,195 2,006 1,392 4,593 137,790

要介護度 サービス単位数 加算（＊１） 自己負担金小計（＊２） 居住費 食費（＊3） 1日料金 月料金
要介護１ 696 48 1,737 2,006 1,392 5,135 154,050
要介護２ 764 48 1,895 2,006 1,392 5,293 158,790
要介護３ 838 48 2,068 2,006 1,392 5,466 163,980
要介護４ 908 48 2,230 2,006 1,392 5,628 168,840
要介護５ 976 48 2,391 2,006 1,392 5,789 173,670

要介護度 サービス単位数 加算（＊１） 自己負担金小計（＊２） 居住費 食費（＊3） 1日料金 月料金
要介護１ 696 48 2,605 2,006 1,392 6,003 180,090
要介護２ 764 48 2,842 2,006 1,392 6,240 187,200
要介護３ 838 48 3,102 2,006 1,392 6,500 195,000
要介護４ 908 48 3,345 2,006 1,392 6,743 202,290
要介護５ 976 48 3,586 2,006 1,392 6,984 209,520

＊１　加算：生活機能訓練加算(12)、サービス提供体制加算Ⅱ(18)、夜勤職員配置加算Ⅱ・ロ（18）　（　）内数値単位数　

＊２　地域加算(1単位：10.55円)を乗じ、介護職員処遇改善加算(8.3％)・介護職員等特定処遇改善加算(2.3％)を加え計上。

＊３　食費：朝400円　昼562円　夕430円　（1食毎の請求）

＜その他の加算＞

１）送迎を行う場合は「送迎加算」として片道1回につき２１５円加算されます。

２）療養食を提供した場合「療養食加算」として９円（１食）加算されます。

＜その他の費用＞

１）散髪代　1,500円～2.000円程度（月に1回の出張美容室の日とショート利用が重なった場合のみ利用できます）　　

２）テレビ使用料　50円（1日）

　*介護体制等の変動により、加算計上分の料金が変更になる場合があります。

＜生活保護の方＞

当施設は社会福祉法人による利用者負担の軽減制度の対応を行っていない為、居住費（1日820円）が発生します。

＜第4段階＞「上記以外の方」　3割負担(年金のみ年収340万以上の方、年金収入以外のある場合は合計所得金額が220万以上の方)

＜第4段階＞「上記以外の方」　2割負担(年金のみ年収280万以上の方、年金収入以外のある場合は合計所得金額が160万以上の方)

＜第１段階＞「対象者：老齢福祉年金受給者」

ショートステイ利用料金一覧表

ライフケア柏原　介護老人福祉施設ユニット型個室（Ⅰ）－３．４．０１

＜第4段階＞「上記以外の方」　１割負担

＜第3段階＞「世帯全員が市町村民税非課税者で利用料負担２段階以外の方(課税年金収入額80～266万の方)

＜第２段階＞「世帯全員が市町村民税非課税者で課税年金収入額と合計所得の金額が80万以下の方」


